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１．事業の目的・概要
（１）事業の目的

１

耐震安全性の確保

○ 大規模地震時の施設利用者の安全を確保しつつ、災害時の防災拠点としての機能を
確保する。

行政サービスの向上

○ 老朽、狭あいの解消により施設利用者の利便性、業務効率の向上を図る。

○ ユニバーサルデザインを取入れたバリアフリー庁舎として整備を図る。

国有財産の有効活用

○ 立川市内に分散している官署を集約・立体
化することで国有財産の有効活用を図る。

地方公共団体との連携

○ 立川市と連携し、まちづくりへの貢献を図る。

集約のイメージ

東京労働局
立川公共職業
安定所

東京地方協力本部
立川出張所旧立川地方合同庁舎

東京国税局
立川税務署

JR立川駅

立川地方
合同庁舎



・事業地 東京都立川市緑町4-2､3
・敷地面積 約 １０，０００㎡
・延床面積 約 ２４，１７０㎡
・構造 庁舎棟

鉄骨造 地上７階建 約 １７，９９０㎡
立体駐車場棟

鉄骨造 地上３階 約 ６，１８０㎡
・整備期間 平成２０～２５年度

（PFI事業期間 平成２０～３３年度）
・事業費 約５５億円 （施設整備分）※企画設計費は含まない。

・事業実施手法 PFI方式（Private Finance Initiative：ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）

「公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技
術的能力を活用して行う手法」

・入居官署 東京法務局立川出張所
関東財務局東京財務事務所立川出張所
東京国税局立川税務署
東京税関立川出張所
東京労働局立川公共職業安定所
東京労働局立川労働基準監督署
自衛隊東京地方協力本部立川出張所

（計７官署）

１．事業の目的・概要
（２）事業の概要

２

北面全景

南東面全景



１．事業の目的・概要
（３）入居官署の旧庁舎概要

３

入居官署（移転対象） 旧庁舎名

関東財務局東京財務事務所立川出張所
東京法務局立川出張所
東京税関立川出張所
東京労働局立川労働基準監督署

立川地方合同庁舎

東京国税局立川税務署 東京国税局立川税務署

東京労働局立川公共職業安定所 東京労働局立川公共職業安定所

東京地方協力本部立川出張所 東京地方協力本部立川出張所

立川地方合同庁舎 東京国税局立川税務署 東京労働局立川公共職業安定所

＜旧庁舎＞

東京地方協力本部立川出張所



２．事業の経緯と周辺状況
（１）事業の経緯

４

国土交通省関東地方整備局

施設整備期間（平成２０年度～平成２５年度）

立川地方合同庁舎 完成
（平成２５年１１月）

「平成２２年度予算編成の方針について」（平成２１年９月閣議決定）
耐震安全性に問題がある現庁舎の面積割合が高く緊急性は高いものの、入

居官署の見直しにより無駄が生じないよう対応することが可能と判断できない。

国土交通省 立川地方合同庁舎整備事業を事業採択（平成１９年度）

事業を一時中止（平成２１年１０月）

入居官署の見直し（平成２２年度）
１官署の入居を取りやめることにより規模を縮小

事業を再開（平成２３年４月）

立川地方合同庁舎事業地

国営昭和記念公園

立川市内における
国の施設の老朽化、業務の多様化、業務量の増大による狭あい化等の問題

H20事業地周辺

立川基地跡地関連地区地区計画エリア

（情報提供：立川市）

【事業地について】

H27事業地周辺

国営昭和記念公園

立川地方合同庁舎事業地
立川基地跡地関連地区地区計画エリア

（情報提供：立川市）



２．事業の経緯と周辺状況
（２）立川基地跡地関連地区地区計画について

５

○土地利用の方針（立川基地跡地関連地区地区計画より引用）

A地区：都市地区の新たなシンボルとして、魅力ある都市活動の場とするため、ファーレ立川地区及び立川駅北口駅前地区との
一体的な業務・商業機能とともに、多摩のオンリーワンといえる文化・交流機能等を中心とする多様な機能が集積する
地区形成を図る。

B地区：隣接する広域防災基地及び国の移転機関の立地と調和する街並み形成を図り、業務・商業・サービス等の都市機能の
立地や公共公益施設の立地需要にも対応した地区形成を図る。

C地区：国等の移転機関の立地により、主として市民に開かれた研究交流拠点としての地区形成を図る。

C地区

B地区
A地区※２

立川地方合同庁舎事業地
（A‐1地区）

立川基地跡地関連地区地区計画エリア関連
※２ A地区は「A‐1地区」、「A‐2地区」、「A‐3地区」、「A‐4地区」に分かれる
※３ ﾌｧｰﾚ立川地区は地域開発の核として、基地返還国有地と関連地区を対象に業務市街地を形成する目

的で都市計画がされた地区であり、街全体をステージに見立てて、多種多様なアートが展開されている。

国営昭和記念公園

立川市役所

②

①

②A‐2地区
現状写真

③

④

⑤

立川北駅
（多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ）

都市軸線（ｻﾝｻﾝﾛｰﾄﾞ）※1

※1 都市軸線とは、
・「都市計画道路の名称から都市軸線とよばれている」
・「特殊街路=自転車歩行者道」
・「道路幅員=40m以上、延長は約550m」

ﾌｧｰﾚ立川地区
※３

①A‐1、2地区間
現状写真

凡例：「番号→」は写真の方向を示す。
③C、B地区間

現状写真

④B地区
現状写真

⑤C地区
現状写真



２．事業の経緯と周辺状況
（３）立川市との連携【1/2】

①駐車場の開放

立川地方合同庁舎配置図

【駐車場概要】（官用駐車場は除く）

駐車台数：３３０台（平面駐車場 ４２台、立体駐車場 ２８８台）
利用について：平日は庁舎利用者のみ駐車可能

土日祝は一般開放（有料）

駐車場（ゲート）

６

立川地方合同庁舎_駐車場

合同庁舎敷地内_駐車場ゲート

平面及び立体駐車場

JR立川駅方面

多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル

JR立川駅方面

国と市との協議により、市民に開かれた交流拠点として、市民が
利用できるように駐車場を土日休日については開放することとした。

（27台）



２．事業の経緯と周辺状況
（３）立川市との連携【2/2】

②合同庁舎内の各店舗

立川地方合同庁舎配置図

日本製ワイシャツ専門店

７

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル
線

JR立川駅方面

売店

食堂

都市軸
（ｻﾝｻﾝﾛｰﾄﾞ）

都市軸（サンサンロード）の賑わい、やすらぎのある沿道空間の形成に配慮した。

各店舗前（ｻﾝｻﾝﾛｰﾄﾞ）

（27台）



３．事業目的の達成状況
（１） 官庁営繕事業における評価手法

「官庁営繕に係る完了後の事後評価手法」に基づき、
①「事業計画の必要性」、②「事業計画の合理性」及び③「事業計画の効果」 について評価を行う。

①「事業計画の必要性」

②「事業計画の合理性」

③「事業計画の効果」

「老朽」、「狭あい」、「借用返還」
などの項目の評点を算出し、評
価する。

本事業と同等の性能を確保でき
る代替案との経済比較などを行
い、評価する。

当初想定した効果について、
「事業計画の効果（B1）」及び
「施策に基づく付加機能（B2）」
により評価する。

環境対策やユニバーサルデザ
インなどの、官庁営繕事業の施
策に基づく機能について、
チェックリストに基づいて評価を
行い、発現状況を検証する。

B２

「位置」「規模」「構造」の３つの
視点から算出を行い、評価する。B1

前回評点と比較

確認・分析

整備内容から発
現状況を検証

８

③「事業計画の効果｣については、｢費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化｣、「事業の効果の発現状況」及び「事業実
施による環境の変化」の確認・分析を行い、事業に係る外部要因の変化に伴う「社会経済情勢の変化」の確認・整理をする。

○評価の視点

前回評点と比較

確認・分析

前回評点と比較

確認・分析

＜Ｂ／Ｃによる評価を行わない理由＞
・官庁施設は行政機能を発揮するために整備されるものであると考え、便益の多寡により事業実施を決定するものではないことから、いくつかの地方整備
局の事業評価監視委員会において「営繕事業にＢ／Ｃ分析にはなじまないのではないか」との指摘を受けました。
平成20年度からは、Ｂ／Ｃ分析の替わりに、事業計画と同等の性能を可能とする他の案（改修・増築、民借）の有無を確認したうえで、事業案との経済比
較を行い、事業計画が経済的にも合理的であることを評価しています。



９

３．事業目的の達成状況

（２）事業の効果等の発現状況

①「事業計画の必要性」に関する評価【1/2】
計画理由 内容 評点 １００ ９０ ８０ ７０ ６０ ５０ ４０ 備 考

老朽

施設の老朽（現存率） ５０％以下 ６０％以下 ７０％以下 ８０％以下

災害危険地域又は気象条件の極
めて過酷な場所にある場合、10点
加算する。

構造耐力の著しい低下
経年、被災等により構造耐力が著しく
低下し、非常に危険な状態にあるもの

狭あい 庁舎面積（面積率） ０．５以下 ０．５５以下 ０．６０以下 ０．６５以下 ０．７０以下 ０．７５以下 ０．８０以下
敷地等の関係で増築が不可能な場
合にのみ、新営の主理由として取り
上げる。

立退要求がある場合
借用期限が切れ即刻立
退が必要なもの

期限付き立退要求のも
の

なるべく速やかに返還
すべきもの

借用返還
返還すべき場合、関係団体よ
り借り上げの場合又は借料が
高額の場合

緊急に返還すべきもの
なるべく速やかに返還
すべきもの

分散 事務能率低下、連絡困難
２ヶ所以上に分散、相互距離が１km以
上で（同一敷地外）、業務上著しく支障
があるもの

２ヶ所以上に分散、相互距離が300m
以上で（同一敷地外）、業務上非常に
支障があるもの

同一敷地内に分散、業務上支障があ
るもの

相互距離は、通常利用する道路の
延長とする。

都市計画の進捗
周囲が区画整理等施行済みで当該施
行分だけが残っているもの

区画整理等施行中で早
く立退かないと妨害とな
るもの

区画整理等が事業決定
済であるもの（年度別決
定済）

区画整理等が計画決定済であるもの

次に該当する場合、主要素と従要
素に区分した上で得られる評点（従
要素の場合は評点の10%。該当す
る理由がない場合は0点）に、次の
いずれかを加算し、当該計画理由
の評点とする。
・シビックコア計画に基づくもののう
ち、シビックコア内の当該施行分を
除く施設、関連都市整備事業等全
てが整備済の場合は7点、全てが
整備済または建設中の場合は4点
・地方公共団体の施設と合築整備
（同一又は隣接する敷地に増築に
より一体的に整備する場合を含む。
以下同じ。）するもので合築整備が
確実な場合は4点
・地域防災へ貢献する取組が確実
に行われる場合は4点

地域連携

地域性上の不適

都市計画的にみて地域性上著しい障
害のあるもの、又は防火地域若しくは
準防火地域にある木造建築物で延焼
の可能性が著しく高いもの

都市計画的にみて地域性上障害のあ
るもの、又は防火地域若しくは準防火
地域にある木造建築物で延焼の可能
性が高いもの

都市計画的にみて地域性上好ましくな
いもの、又は防火地域若しくは準防火
地域にある木造建築物で延焼のおそ
れがあるもの

立地条件の不良

位置の不適
位置が不適当で業務上非常な支障を
来しているもの又は公衆に非常に不
便を及ぼしているもの

位置が不適当で業務上支障を来して
いるもの又は公衆に不便を及ぼしてい
るもの

位置が不適当で業務上又は環境上好
ましくないもの

地盤の不良
地盤沈下、低湿地又は排水不良等で
維持管理が不可能に近いもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良等で
維持管理が著しく困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良等で
維持管理が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排水不良等で
維持管理上好ましくないもの

施設の不備 必要施設の不備
施設が不備のため業務の遂行が著し
く困難なもの

施設が不備のため業務の遂行が困難
なもの

施設が不備のため業務の遂行に支障
を来しているもの

施設が不備のため業務上好ましくない
もの又は来庁者の利用上著しく支障
があるもの

敷地等の関係で増築が不可能な場
合にのみ、新営の主理由として取り
上げる。

衛生条件の不良 採光、換気不良 法令による基準よりはるかに低いもの 法令による基準より相当低いもの 法令による基準以下であるもの 新営の主理由として取り上げない。

法令等 法令等に基づく整備
法令、閣議決定等に基づき整備が必
要なもの

国の行政機関等の移転及び機構
統廃合等に適用する。ただし、機構
統廃合による場合は主理由として
取り上げない。

主要素の評点に従要素それぞれについての評点の10％を加えた点数を「事業計画の必要性」の
評点とする。（合同計画、特定国有財産整備特別会計による計画は各10点加算）



３．事業目的の達成状況

（２）事業の効果等の発現状況
①「事業計画の必要性」に関する評価【2/2】

１０

計画理由 今回評点
前回評点

（H24再評価）
該当する既存庁者

老朽 9.5 9.5
立川地方合同庁舎、東京国税局立川税務署、東京労働局
立川公共職業安定所

狭あい 69.3 69.3
立川地方合同庁舎、東京国税局立川税務署、東京労働局
立川公共職業安定所

借用返還 1.0 1.0 東京労働局立川公共職業安定所

分散 24.9 24.9 立川地方合同庁舎、東京労働局立川公共職業安定所

地域連携 0 0

立地条件の不良 0 0

施設の不備 3.4 3.4
立川地方合同庁舎、東京国税局立川税務署、東京地方協
力本部立川出張所

衛生条件の不良 0 0

法令等 0 0

（加算要素）
合同庁舎計画 10.0 10.0

特定国有財産整備計画 10.0 10.0

合計 128.1 128.1

前回評点と「変化なし」を確認



Ⅰ事業案の総費用（千円） 合計（千円）

１．初期費用 （建設費、企画設計費） 6,478,507

16,345,116
２．維持修繕費 （修繕費、保全費、光熱水費） 4,935,619

３．土地の占用に係る機会費用 5,602,411

４．法人税等 -671,421

Ⅱ代替案の総費用（千円） 合計（千円）

１．初期費用 （テナント工事費、移転経費） 4,105,168

17,608,147
２．維持修繕費 （光熱水費、賃料） 13,641,241

３．土地の占用に係る機会費用 1,168,905

４．法人税等 -1,307,167

【差額】Ⅱ－Ⅰ （千円） 1,263,031

事業案と代替案のコスト比較

○同等の性能が得られる代替案（改修・増築、民借）の有無を確認した上で、最も有利な代替案と採択案との費用比較
（今回は増築と民借の組合せ）

○分析期間：庁舎建設期間及び維持管理期間５０年間

○社会的割引率（４％）を用いて現在価値化を行い費用を算定

前回評点：100点
（H24再評価時）

②「事業計画の合理性」に関する評価

１１

（２）事業の効果等の発現状況

３．事業目的の達成状況

前回評点と「変化なし」を確認今回評点：100点＝



：本事業における該当項目

３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況

③「事業計画の効果」に関する評価

１２

【1/2】

分類 項 目 １．１ １．０ ０．９ ０．８ ０．７ ０．５

位

置

B
1

用地の取得・借用 （新規取得か否かを問
わず）国有地に建設さ
れている。

必要な期間の用地の利用（借用
含む）が担保されている。

用地の取得上、借用上
の問題があるが、その
問題は解消される見込
みがある。

用地の取得上、借用上の問
題があり、その問題が解消さ
れる見込みがない。

災害防止・環境保全 自然的条件からみて災
害防止・環境保全上良
好な状態である。

自然的条件からみて災害防止・
環境保全上支障がない。

自然的条件からみて災
害防止・環境保全上軽
微な支障がある。

自然的条件からみて災害防
止、環境保全上重大な支障
がある。

アクセスの確保 施設へのアクセスは良
好である。

施設へのアクセスに支障はない。 施設へのアクセスに軽微
な支障がある。

施設へのアクセスに重大な
支障がある。

都市計画その他の土
地に関する計画との
整合性

都市計画その他の土地利用に
関する計画と整合している。

都市計画その他の土地
利用に関する計画と整合
していないが、整合する
見込みがある。

都市計画その他の土地利用
に関する計画と整合しておら
ず、整合する見込みがない。

敷地形状等 敷地全体が有効に利用されて
おり、安全・円滑に敷地への出
入りができる。

敷地の一部が有効に利
用できない。

敷地への安全・円滑な
出入りに軽微な問題が
ある。

敷地の有効利用または敷地
への安全・円滑な出入りに重
大な問題がある。

規

模

B
1

建築物の規模 業務内容等に応じ、適切な規模
となっている。

業務内容等に対し、や
や不適切な規模となっ
ている。

業務内容等に対し、著しく不
適切な規模となっている。

敷地の規模 建築物の規模及び業務内容に
応じ、適切な規模となっている。

建築物の規模及び業務
内容に対し、やや不適切
な規模となっている。（駐
車場の不足など）

建築物の規模及び業務内容
に対し、著しく不適切な規模
となっている。

構
造

B
1

機能性（業務を行うた
めの基本機能に該当
する部分）

執務に必要な空間及び機能が
適切に確保されている。

執務に必要な空間及び
機能が適切に確保され
ていない。

執務に必要な空間及び機能
が確保されない。

評 点 （各項目の係数を全て掛合わせて100を乗じた数値） ＝ （ 1.1×1.1×1.0×1.0×1.0×1.0×1.0✕1.0） × 100 ＝ 121



３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況

③「事業計画の効果」に関する評価【2/2】

分
類

評価項目

評 価

今回
係数

前回係数
（H24再評価）

評価根拠

位

置

B
1

用地取得の見込（状況） 1.1 1.1 国有地に建設されている。

災害防止・環境保全 1.1 1.1
自然的条件からみて災害防止・環境保全上良好な状態
である。

アクセスの確保 1.0 1.0 施設へのアクセスに支障はない。

都市計画その他土地利用計画に関
する計画との整合性 1.0 1.0

都市計画その他の土地利用に関する計画と整合してい
る。

敷地形状等 1.0 1.0
敷地全体が有効に利用されており、安全・円滑に敷地
への出入りができる。

規

模

B
1

建築物の規模 1.0 1.0 業務内容等に応じ、適切な規模となっている。

敷地の規模 1.0 1.0
建築物の規模及び業務内容に応じ、適切な規模となっ
ている。

構

造

B
1

機能性 1.0 1.0 執務に必要な空間及び機能が適切に確保されている。

B
2

社会性、環境保全性及び機能性（施
策に基づく付加機能に該当する部分） － 1.1

施策に基づく機能が付加される見込みである。
※「官庁営繕事業に係る完了後の事後評価手法の改定
（国営施第22号平成27年3月27日）」により評価対象外

評 点
（各項目毎の評価を掛け合い✕100倍） 121 133.1

１３

評価手法の改定による変化はあるがその他
に「変化がない」ことを確認

前回評点：133.1点
（H24再評価時） ＝ 今回評点：121点



３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況

④「事業計画の効果（Ｂ２）」に関する評価 【1/8】
（評価指標集計表）

分類 評価項目 評価 取組状況

社会性

地域性

Ａ 特に充実した取組がなされている。

Ｂ 充実した取組がなされている。

Ｃ 一般的な取組がなされている。

Ｄ 一般的な取組がなされていない。

景観性

Ａ 特に充実した取組がなされている。

Ｂ 充実した取組がなされている。

Ｃ 一般的な取組がなされている。

Ｄ 一般的な取組がなされていない。

環境保全性

環境保全性

Ａ 官庁施設の環境保全性基準に基づいた取組がなされているほか、特に充実した環境負荷の低減化に配慮した取組が行われている。

Ｂ 官庁施設の環境保全性基準に基づいた取組がなされているほか、充実した環境負荷の低減化に配慮した取組が行われている。

Ｃ 官庁施設の環境保全性基準に基づいた取組がなされているほか、一般的な環境負荷の低減化が行われている。

Ｄ 官庁施設の環境保全基準に基づいた取組がなされていないなど、一般的な環境負荷の低減化が行われていない。

木材利用推進

Ａ 特に充実した取組がなされている。

Ｂ 充実した取組がなされている。

Ｃ 一般的な取組がなされている。

Ｄ 一般的な取組がなされていない。

機能性

ユニバーサル
デザイン

Ａ 特に充実した取組がなされている。

Ｂ 充実した取組がなされている。

Ｃ 一般的な取組がなされている。

Ｄ 一般的な取組がなされていない。

防災性

Ａ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなされているほか、特に防災に配慮した取組が行われている。

Ｂ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなされているほか、防災に配慮した取組が行われている。

Ｃ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組がなされているほか、防災に関する一般的な取組が行われている。

Ｄ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づいた取組なされていないなど、防災に関する一般的な取組が行われていない。

経済性 耐用・保全性

Ａ 特に充実した取組がなされている。

Ｂ 充実した取組がなされている。

Ｃ 一般的な取組がなされている。

Ｄ 一般的な取組がなされていない。
１４

：本事業における該当項目



３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況
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分類 評価項目 評 価 施 策

社
会
性

地域性

Ａ 右の２つ以上該当 a.自治体・地域の協議会・商店街等との連携（ｼﾋﾞｯｸｺｱ、合
築、地域防災への貢献、地域のにぎわいの創出、施設・駐
車場の共用等）、ｂ.既存建造物（歴史的建築物）の有効利
用、ｃ.跡地の有効活用（自治体による活用等）、d.地域性の
ある材料の採用、e.地域住民との連携（ワークショップ、懇
談会等）、ｆ.ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの設置

Ｂ 右の１つ該当

Ｃ 法令・条例等の通り

Ｄ いずれにも該当しない

１５
a.自治体との連携

赤字：本事業における該当項目

：本事業における該当項目

駐車場の共用地域のにぎわいの創出



３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況

④「事業計画の効果（Ｂ２）」に関する評価【3/8】

分類 評価項目 評 価 施 策

社
会
性

景観性

Ａ 右の２つ以上該当 a.歴史・文化及び風土への配慮、b.歴史的まちなみの保存・
再生、c.周辺の自然環境への配慮、d.周辺の都市環境への
配慮、跡地の有効活用（景観形成、文化財保護等）Ｂ 右の１つ該当

Ｃ 法令・条例等の通り

Ｄ いずれにも該当しない

１６

d.周辺の都市環境への配慮

アートベンチの設置 アートスツールの設置

アートベンチ アートスツール

立川市が定める「立川駅アート化基本指針」では、
都市軸沿いのアートテーマを「川の流れ」としてお
り、そのテーマを踏まえベンチ、スツールのデザイ
ンを川の流れとして表現している。



屋上緑化（コウライ芝）

分類 評価項目 評 価 施 策

環
境
保
全
性

環境
保全性

Ａ 右の４つ以上該当
a.特別な省エネ機器の導入（氷蓄熱、照明制御、アモルファ
ス変圧器等）、b.蓄電池、c.緑化のための特別な対策（屋上
緑化等）、d.自然エネルギー利用のための特別な対策（太
陽光発電、風力発電、太陽熱給湯等）、e.水資源の有効活
用のための特別な対策（雨水利用設備等）、f.外断熱、g.高
性能ガラス

Ｂ 右の２つ該当

Ｃ 省エネ器具等の導入

省エネ型器具等の導入がされている。（Hf照明、高効率変
圧器、エコケーブル、ノンフロン機器、高効率熱源、ＶＡＶ、Ｖ
ＷＶ、節水設備等）

Ｄ いずれにも該当しない

３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況

④「事業計画の効果（Ｂ２）」に関する評価 【4/8】

１７

c.緑化のための特別な対策 d.自然エネルギー利用のた
めの特別な対策

a.特別な省エネ機器の導入

事務室：照明制御（調光センサー） 屋上：太陽光発電 機械室：雨水ろ過設備

e.水資源の有効活用の
ための特別な対策

また、官庁施設の環境保全性基準に基づき、旧省エネ基準の努力指針を満たしていることを確認している。



３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況
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１８

分類 評価項目 評 価 施 策

環
境
保
全
性

木材利用推進

Ａ 右の２つ以上該当 a.木造化、b.内装等の木質化、c.木質バイオマスを燃料
とする機器の設置

Ｂ 右の１つ該当

Ｃ 法令・条例等の通り

Ｄ いずれにも該当しない

b.内装等の木質化

会議室：腰壁
1・2階ﾎｰﾙ：階段1階ﾎｰﾙ：木製ルーバー



分類 評価項目 評 価 施 策

機
能
性

ユニバーサル
デザイン

Ａ 特に充実した取組
建築物移動等円滑化誘導基準を満たした上で、特にユ
ニバーサルデザインへの配慮を達成している。

Ｂ 充実した取組 建築物移動等円滑化誘導基準を満たしている。

Ｃ 一般的な取組
建築物移動等円滑化基準を満たしている。又は同基準
の適用対象外施設である。

Ｄ いずれにも該当しない

３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況

④「事業計画の効果（Ｂ２）」に関する評価 【6/8】

１９

階段

各階多機能便所

1F自動扉出入口 各階エレベーターホール

１階総合案内板

建築物移動等円滑化誘導基準を満たした上で、特にユニバーサルデザインへの配慮（主な実施例）

廊下

段差の無い建物周囲車の入る庇



３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況
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２０

分類 評価項目 評 価 施 策

機
能
性

防災性

Ａ 右の２つ以上該当 a.火災への特別な対策（ガス消火等）、
b.浸水への特別な対策（防潮堤、止水板
等）、c.強風への特別な対策（ビル風対策
等）、d.落雷への特別な対策（高度な雷保
護等）

Ｂ 右の１つ該当

Ｃ 官庁施設の総合耐震・対津波計画
基準に基づいた取組、防災に関する
一般的な取組

Ｄ いずれにも該当しない

a.火災への特別な対策

不活性ガス消火設備

サーバー室
書庫室

ガス消火設備

ガス消火設備 書庫

ｻｰﾊﾞｰ
室



３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況
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２１

分類 評価項目 評 価 施 策

経
済
性

耐用・
保全性

Ａ 右の２つ以上該当 a将来の模様替えに配慮した階高の確保、b.将来の機器
更新に配慮した設備スペースの確保、c.可動間仕切壁の
活用、d.清掃を容易にするための取組（光触媒等）Ｂ 右の１つ該当

Ｃ 一般的な取組
一般的な設計上の工夫が行われている。
（設備配管スペースの確保、外壁のタイル仕上、建物配
置上の配慮、事務室の無柱化等）

Ｄ いずれにも該当しない

受変電機器の保守・更新スペースを考慮

b.将来の機器更新に配慮した設備 スペースの確保 c.動間仕切壁の活用

可動間仕切壁



環境品質・性能
Ｑ（Quality）

外部環境負荷
Ｌ（Load）

ＢＥＥ値＝

＝
25×（SＱ－1）

25×（5－SLR）

＝ 68／33＝2.1

２２

⑤CASBEE（建築環境総合性能評価システム）（参考）

CASBBEとは、建物等を環境性能で総合評価し格付けする手法であり、施設内などの快適性や景観への配
慮等も含めた建物の品質と環境負荷を総合的に評価している。

立川地方合同庁舎は、CASBEE評価において、Ａランクとなっている。

３．事業目的の達成状況
（２）事業の効果等の発現状況
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←満足率％80 60 40

対 象：施設利用者（回収数：114人 回収率：97.4％）

調査内容： A．施設の全体的な印象
B．施設の利用しやすさ
C．施設内の快適さ
D．利用者への安全・安心への配慮
Ｅ．施設と周囲との関係
Ｆ．その他

について６段階評価

アンケート調査の概要
（平成２６年１１月実施）

２３

施設利用者を対象としたCS調査の結果、概ね良好な満足度が確認された。

不満 やや不満 普通 満足やや満足
【一般利用者の満足度集計結果】

全般的に満足度が概ね良好な結果となった。

＜満足度が比較的低いもの＞
・｢施設内移動行き先｣については、「行き先に迷うこ
とがよくある」、「どちらかといえば行き先に迷う」の回
答の中でフロア案内や室名表示に不満・不都合があ
ることがわかった。
・「施設までのアクセス」については、公共交通機関
の利用者が多いため駅から庁舎までがデッキでつな
がっていないため、遠くに感じることが不満の要因の
一つではないかと推測している。

調査結果の概要

⑥ＣＳ調査（顧客満足度調査）（参考）
（２）事業の効果等の発現状況

満足・やや満足 ：79％
不満・やや不満 ： 6％

３．事業目的の達成状況

→不満足率％4020

内装の木質化
行政機関の集約・立体化

まちづくりの貢献
設備係員の身だしなみ

警備員の身だしなみ
清掃員の身だしなみ

不満評価
魅力評価

A

B

C

D

E

F

入りやすい
親しみやすい

好ましい（好き）
合同庁舎としてふさわしい

総合満足

利用目的に対する利用しやすさ
施設までのアクセス

玄関雰囲気
玄関不満

待合・窓口雰囲気
待合不満
窓口不満

施設内移動行き先
施設内移動その他

トイレ
喫煙・分煙

清掃
駐車場
駐輪場

利用しやすさ総合満足
暑さ寒さ

風・におい
快適性総合満足

歩車分離
お年寄り等の利用安全性

利用者安全安心総合満足
建物外観印象

建物周り雰囲気
地域影響（総合）

赤字：満足度が比較的低いもの

60



２４

４．今後の事業へ活かすレッスン

本事業は、立川市内に点在していた国家機関の施設を集約・立体化し利用者の利便性の向上、公務能率の向
上を図ることはもとより、立川市の立川基地跡地関連地区地区計画関連と連携し、都市軸沿道における賑わい、
やすらぎのある沿道空間形成等に貢献している。

これらについては、事業計画の効果に関する各種の評価（業務を行うための基本機能（B1）の確認、政策に基
づく付加機能（B2）の確認）を行うことにより、実施の状況を確認することができていると考える。

今後の事業においても、地方公共団体等関連機関と連携を図り、より良質な施設整備につながるよう、本事業
のような取組を参考としてプロジェクトに取組むこととします。

都市軸沿道（全景）

＜事業周辺への貢献等＞

都市軸（ｻﾝｻﾝﾛｰﾄﾞ）

立川地方合同庁舎

にぎわい等への貢献
（自治体との連携）

アートスツールの設置
（周辺の都市環境への配慮）

駐車場の共用
（自治体との連携）

アートスツール

立体・平面駐車場立川地方合同庁舎



５．まとめ

２５

当該事業は、事業目的を果たし、かつ、事業の効果も十分発現している
と判断できるため、再度の事後評価及び特段の改善措置の必要性はない。

対応方針（案）

本市では、「核都市」立川の整備エリアのうち特に立川駅周辺及び多摩都市モノレール沿いで鉄道駅等
から徒歩圏域の範囲を、業務・商業市街地地区として位置づけ、立川基地跡地関連地区地区計画、都市
軸沿道地域まちづくり誘導指針、立川駅周辺アート化基本指針を策定し、平成15年の自治大学校の移転を
はじめとして、国の研究機関等の本地区への移転の実現を含め、業務・商業市街地地区にふさわしいまち
づくりを進めてまいりました。

一方、老朽化が顕著であり耐震性能の不足する国の各官署（立川地方合同庁舎、立川税務署など）を
集約するため、新たに立川地方合同庁舎が本地区に建設されることとなりました。構想段階から市のまち
づくり計画との整合を図り、且つ地域の活性化に寄与することの取り決めがなされ、平成25年に完成した新
しい立川地方合同庁舎は、市民に開かれた交流拠点としてまちづくりに貢献しているものと認識しておりま
す。

一例としましては、土・日・祝日に市民等利用のために開放され市民等の利便性の向上に寄与する合同
庁舎の駐車場が挙げられます。また、立川駅周辺アート化基本指針に則り、建物周辺へのアートベンチや
アートスツールの設置、建物周辺の開放的な空間の確保や都市軸沿道の店舗展開等、市民に開かれた交
流拠点として地域への貢献に資する取組と認識しております。

今後は更なる地域の活性化のため、魅力ある沿道空間の形成について引き続きのご協力を期待してお
ります。

立川市からの意見及び評価 【抜粋】 （参考）


